
 

 

                      山南中学校ＰＴＡ会則 

第１条（名称及び事務所） 

   この会は、山南中学校ＰＴＡと称し、事務所を山南中学校に置く。 

第２条（会員） 

   この会の会員は、山南中学校の生徒の保護者と本校に勤務する教職員とする。 

第３条（目的） 

   この会は、保護者と教職員が協力して、学校、社会が一体となって、健全な学校教育  

を推進し、生徒の福祉を増進するとともに会員の資質の向上を図ることを目的とす

る。 

第４条（活動） 

   この会は、前条の目的を達成するために、次の活動をする。 

   １．自主的な相互の学習により、よい保護者よい教師となるように努め、その成果を    

家庭教育、学校教育の上に役立てる。 

   ２．家庭と学校との緊密な連携によって、生徒の生活を指導し、またその生活環境を    

よくするように努める。 

   ３．教育に対する正しい世論と協力を高めるように努める。 

   ４．その他、目的を達成するための教育。 

第５条（方針） 

   この会は、自主独立のものであって、他のいかなる団体の干渉も受けないが、生徒の  

教育ならびに福祉のために活動する団体および機関と協力する。 

  この会は、学校問題について討議し、また各方面への意見を具申し参考資料を提供す

る。 

第６条（役員） 

   この会に、次の役員を置く 

    会 長      １名 

    副会長      ３名（男子１名、女子２名） 

    常任委員     １１名（会計２名、部長３名、副部長６名） 

    教職員常任委員  ２名 

    庶 務      ２名以内 

    会 計      ２名 

    自治会委員   （別表による） 

    学級委員    （各学級、男女各１名） 

    会計監査委員   ３名（内１名は教職員） 

 上記のほか必要に応じて会長が指名し委嘱する 

第７条（役員の選出方法） 

  役員は、次の方法により選出する。 

   １．正副会長は、選考委員会において会員の中より選考の上、総会の承認を得る。 

   ２．選考委員会は、新自治会委員の内から選出する。 

   ３．常任委員及び会計監査委員は、委員会において選出する。 

   ４．会計（２名）は会長が指名し委嘱する。 

   ５．庶務（２名以内）は校長を除く教職員会員より選出する。 

   ６．教職員常任委員は校長、庶務１名とする。 

   ７．自治会委員は、各自治会会員中より選出する。 

   ８．学級委員は、各学級会員中より選出する。ただし、夫婦は同一人とみなす。 

   ９．会長、副会長歴任者の夫婦は同一人と見なし、学級委員を免除する。 

第８条（役員の任期） 

   １．役員の任期は１年とし、再任は妨げない。ただし、後任役員の決定するまでそ    



 

 

の責に任ずるものとする。 

    ２．前項の規定にかかわらず、学級委員は、一子につき１回を限度とする。 

第９条（役員の任務） 

   役員の任務は、次のとおりとする 

   １．会長は、この会を代表し会を統括する。 

   ２．副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは職務を代行する。 

   ３．常任委員は、この会の目的達成のための活動の企画、並びに予算・決算を審議

し、    会務を分担しその執行の任にあたる。 

   ４．庶務は、この会の会議の議事、会の重要事項を記録し、庶務の処理にあたる。 

   ５．会計は、この会の会計事務を処理する。 

   ６．自治会委員は、自治会会員相互の連絡を緊密にし、この会の運営に参画するとと

もに、地域活動を行う。 

   ７．学級委員は、学級会員相互の連絡を緊密にし、この会の運営に参画するととも

に、    学級活動を行う。 

   ８．会計監査委員は、年１回会計監査を行う。 

第１０条（会議） 

   この会の会議は、次のとおりとする 

    １．総会  ２．委員会  ３．常任委員会  ４．部会 

第１１条（総会） 

   総会は、年１回の定期総会と委員会において必要と認めたとき、臨時に開催すること  

ができる 

   総会に付議する事項は、次のとおりとする 

    １．会則の改廃 ２．役員の承認 ３．予算及び決算 ４．活動計画 

    ５．その他の重要事項 

第１２条（委員会） 

   委員会は、総会に次ぐ決議機関であって、正副会長、常任委員、教職員常任委員、自

治会委員、学級委員をもって構成し、この会の運営上必要と認められたとき、会長が召

集する。 

   委員会に付議する事項は、次のとおりとする 

    １．規程の制定及び改廃 

    ２．予算の追加及び更正 

    ３．活動計画 

    ４．総会より委任された事項 

    ５．常任委員及び会計監査委員の選任 

    ６．その他必要な事項 

第１３条（常任委員会） 

   常任委員会は、会長、副会長、常任委員、教職員常任委員を持って構成し、この会の  

執行機関として会の運営に必要と認めたとき、会長が召集し、審議決定する。 

   常任委員会に付議する事項は、次のとおりとする 

    １．活動計画への取り組み 

    ２．各部の連携調整 

    ３．会の事務処理 

    ４．総会に提案する議案の作成 

    ５．その他の審議 

第１４条（部会） 

   この会には、会則第４条の活動を促進するため、次の部を置く。 

    １．校外部  ２．福祉部  ３．広報部 

 



 

 

 

 

第１５条（部員） 

   学級委員、自治会委員は会長の指名により前条の各部に属し、常任委員が正副部長を

務める。なお、各部にはそれぞれ１～２名の教職員がつき、正副部長を補佐する。 

第１６条（決議） 

   この会の会議は、すべて出席者の過半数をもって決議する。 

第１７条（経費） 

   この会の経費は、会費、寄付金、その他の収入を持ってこれにあてる 

第１８条（会費） 

   この会の会員は、会費を納めることとし、会費年額は総会において決定する。 

第１９条（会計年度） 

   この会の会計年度は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

第２０条（会則の改廃） 

   この会の会則を改正しようとするときは、委員会で協議し、総会の決議を得るものと  

する。 

第２１条（帳簿） 

   この会に、次の帳簿を備える。 

    １．会則  ２．会員名簿   ３．役員名簿  ４．会計簿 

    ５．収発文書綴り  ６．行事予定  ７．記録 

第２２条（補足） 

   この会に定めがない事項は、会長が委員会の決議を経て定めることができる。 

付則 この会則は、令和２年４月２３日より実施する。 

  沿革 昭和３５年５月２８日 制定           平成 ８年４月２４日  一部改正 

       昭和３７年５月１７日  一部改正       平成１４年４月２６日 一部改正 

       昭和３９年５月 ７日  一部改正      平成１７年４月２３日 一部改正 

       昭和４１年４月２８日  一部改正      平成２５年５月１１日 一部改正 

       昭和５２年５月 ７日  一部改正    平成２６年４月１９日 一部改正 

       昭和６３年４月２８日  一部改正       令和 ２年４月２３日 一部改正 

        平成 元年４月３０日  一部改正     

 

                     山南中学校ＰＴＡ旅費規程 

 

第１条 山南中学校ＰＴＡの役員が、本会用務のために出張する場合には、この規定に基づ   

いて旅費を支給する。 

第２条  旅費を支給する場合は、次のいずれかに該当するものとする。 

   １．会長の招集する各種会議に出席するとき。但し、会則第１０条の場合は除く。       

２．他団体、他機関に本会を代表するとき。但し、招集者が旅費を負担する場合は除          

く。 

   ３．事務連絡その他、本会の用務のため出張するとき。 

第３条 旅費の支給は、次のとおりとする 

   １．丹波市山南区域以外の場合  金五百円 

付則 この規程は令和２年４月２３日より適用する。 

沿革 平成２６年４月１９日 一部改正 

  令和 ２年４月２３日 一部改正 

 

 



 

 

 

                           表彰及び慶弔規程 

第１条 会長、副会長及び役員として本会の運営に尽力した会員には、感謝状を贈り謝意を   

表する。 

第２条 生徒、会員、教職員及びその親子、配偶者が死亡したときは、下記の金額の香料を   

供えて弔慰を表す。 

                             会 員            生 徒          教職員 

            本 人          ５０００円        ５０００円      ５０００円 

第３条 上記以外の場合及び上記外でも特別の場合は、会長一任としてのちほど常任委員会   

に報告する。 

 

付則 この規程は、令和２年４月２３日から適用する。 

沿革 昭和６２年４月１日  改正 

      平成１４年４月２６日 一部改正（第１条） 

    平成２９年４月２２日 一部改正 

 令和 ２年４月２３日 一部改正 


